
牧之原畑総事業受益地内の
多面的機能支払交付金の活用

令和６年８月

牧之原畑地総合整備土地改良区

～令和６年度の取組内容（改訂版）～
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1.地域の現状や課題
【集落等】

・ 高齢化や人口減少 → 集落単位等の様々な活動・機能が維持されなくなる

○集落機能…農業生産補完（草刈り・用排水・鳥獣害等）

地域資源管理（歴史文化・環境・農地・農業の多面的機能等）

生活扶助（冠婚葬祭・行事・地域自治・生活支援等）

【用水組合・改良区】

・ 役員の成り手がいない → 特定の人物が事務処理、用水組合の兼務、負担が集中

・ 荒廃農地の増加、離農により用水を利用しない → 組合費等の未払い、脱退

・ 土地持ち非農家の増加、担い手への集積拡大 → 農地や施設管理の相互扶助意識の低下

・ 相続放棄、所有者不明 → 組合費等の未払い、農地管理困難

【改良区】

・ 用水施設の老朽化、末端施設管理困難 → 施設の継続、適正管理の必要性

・ 農業者の減少 → 水利施設、受益農地の保全管理意識、改良区への協力体制の希薄

【行政】

・ 職員、行政支援の減少 → 支援の限界 → 地域の自立運営の必要性

・ 従来の農業の主産業時代から兼業、非農家の増 → 農業支援体制の強化が必要
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2.土地改良区の推進方針
「畑地用水組合」はファームポンド以降の施設管理・運用とともに、工区内の用水利用にあた
り、農家の意向を反映した水利秩序の調整機能を果たしており、加えて賦課金徴収母体とし
て、土地改良区運営にとって欠かせない農家組織である。

「畑地用水組合」はファームポンド以降の施設管理・運用とともに、工区内の用水利用にあた
り、農家の意向を反映した水利秩序の調整機能を果たしており、加えて賦課金徴収母体とし
て、土地改良区運営にとって欠かせない農家組織である。

用水組合の持続的な運営体制を構築するため、未活用の工区・畑地用水組合に対して、体
制強化の礎となる「多面的機能支払交付金」の活用を促進していくこととする。
◆対象は、未活用の153工区に働きかけを行うこととする。
浜岡地区：14工区 御前崎地区：５工区、 榛原地区：30工区、相良地区：45工区
菊川地区：39工区、小笠地区： 9工区
島田地区：全工区活用、金谷地区：11工区、 掛川地区：全工区活用

◆期待される効果
交付金を活用して組合員の負担軽減を図るとともに、工区の垣根を越え、地区全体で農地、
施設等を保全していく体制が構築される。また、施設の長寿命化対策により一定規模の更新整
備が実施可能なため、組合負担の軽減と計画的な長寿命化が図られる。さらに、多面活動組織
を母体にして、用水組合の統合も視野に入れることができる。

◆取組の方向性（県、関係市と協力して取り組む）
全域を対象に周知活動を行うとともに、スピード感を持って効果促進を図るため、未活用工区の用水
組合を主な構成団体とし、スケールメリットを生かした広域協定を地区単位(合併前の旧市町) に
設立したい。また、現在のカバー率を考慮し、御前崎市、牧之原市、菊川市を重点的に推進していく。

令 和 ６ 年 度 運 営 方 針
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3.多面的機能交付金の概要
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4.多面的機能支払交付金の活用状況
既存活動組織受益地内

カバー率
未活用工区活用工区地 区市

受益面積工区数活用率受益面積活用面積工区数

湯日美里会、初倉牧之原広域協定96%－－96%529ha510ha13島田地区島
田
市 金谷広域協定運営委員会、大代下地区用

水組合56%150ha1181%333ha271ha14金谷地区

勝間上環境保全組合、坂部みどりネットワー
ク、グリーンネット牧之原、平城グリーン活動
組織、

21%659ha3064%314ha202ha11榛原地区牧
之
原
市

菅山原27会、東萩間みどりの会、松本みのり
会、蛭ヶ谷みのり会、相良1工区のぞみ会、
白井坂下14会

9%986ha4561%180ha109ha9相良地区

みどりネット東山、日坂美農里会、東山口農
地保全の会69%－－69%376ha260ha20掛川地区

掛
川
市

上倉沢千框保存会、田野址夢会、吉沢環
境委員会9%593ha3957%107ha61ha9菊川地区菊

川
市 川上みどりの里推進委員会、たなくさ農地保

全みらいの会11%177ha940%67ha27ha2小笠地区

あらさわ地区農地保全の会、西原しぜんの会12%291ha1470%40ha28ha2浜岡地区御
前
崎
市 新神子地域環境保全の会23%168ha575%72ha54ha2御前崎地区

25組織30%3,024ha15375%2,018ha1,522ha82合 計
４



対象施設 活動内容 交付金対象（負担なし） 多面的活用のメリット 備　　考

点検・機能診断 施設点検、機能診断 日当等

災害時点検・対応 大雨後等の施設の損傷確認 日当等

ファームポンド･排水路 草刈り、泥上げ、ネットフェンスの修繕・取替 日当、機材借上、燃料、傷害保険、
修繕費等

給水スタンド ホース・バルブ・水中ポンプ修繕･取替

ポンプ設備･建屋 小規模修繕・補修整備

管路・給水栓 漏水修繕、小規模修繕

スプリンクラー･散水栓 漏水修繕、小規模修繕

点検・機能診断 施設点検、機能診断 日当等

災害時点検・対応 大雨後等の農地・法面の崩落等確認 日当等

農地･法面･排水路
遊休農地保全・法面草刈り、

除礫・法面・鳥獣害防護柵の補修、
雑草対策等

日当、機材借上、燃料、傷害保険、
修繕費等

点検・機能診断 施設点検、機能診断 日当等

災害時点検・対応 大雨後等の農道・路肩･法面の崩落、陥没
等確認 日当等

農道･路肩・法面･排
水路

法面草刈り、排水路泥上げ、路面・法面補
修、側溝蓋の設置、土側溝のコンクリート化

日当、機材借上、燃料、傷害保険、
修繕費等

研　　　　　　　修 県･改良区等研修会参加
機械取扱い研修、動画による研修

安全対策･管理技術
の向上

推進・増進活動 遊休農地の有効活用、鳥獣対対策、防災･
減災、広報活動等

農村環境保全活動 景観形成、水質・生態系保全、資源循環、
啓発･普及

用水組合で負担して
いた経費の一部を

多面的機能支払交付
金の活動として支払い

できる

水路･農地･農
道を同時実施

水路･農地･農
道を同時実施

水路･農地･農
道を同時実施

農地の保全対策
が実施できる

農道の保全対策
が実施できる

修繕・取替費用

農
地

農
道

多
面
的
で
や
れ
る
こ
と
・
や
る
こ
と

環境保全が推進される

用
水
組
合
で
今
や
っ
て
い
る
こ
と

水
路

区分

そ
の
他

活動に係る必要経費

5. 多面的機能支払交付金の活動と効果

５※活動の対象としようとする箇所や内容、協定･計画書の規定、地域の実情等によって交付金の対象となるか判断が分かれる場合があるので、
活動を決める段階で市役所及び県農林事務所との相談が必要です。



6.広域協定推進のイメージ

県
・
市
・
土
地
改
良
区
の
連
携
に
よ
り

広
域
協
定
の
設
立
を
推
進

６

既存活動組織

集 落

○○工区･組合
○○工区･組合
○○工区･組合

地区単位「広域協定」 事務･会計の取りまとめ
･各団体の代表者による「運営委員会」を設置し、意思決定を行う。
・事務局に専任者を置いて一括して交付申請、報告などの事務を行う。
･活動組織､広域協定の会計経理や活動実績の事務取りまとめを行う。
･資材や物品の購入、補修委託の発注を取りまとめて行う。
･組織間での活動費の調整、大型機械の共同使用を行う。
･農業水利施設等の長寿命化は、老朽化が激しい施設などに予算の重点
配分ができる。

○○工区･組合
○○工区･組合
○○工区･組合
○○工区･組合
○○工区･組合

地域の関係団体

町内会・自治会
婦人会・PTA･消防団
農業協同組合
茶業関係団体
ＮＰＯ団体



9
◇島田市・掛川市は既存活動組織により受益地区域の55%以上をカバーしているため、当面は各活動組織との連携を強化し、広
域協定導入の意向を確認のうえ推進する。

◇土地改良区で
専従者３人を雇用
(週３日程度勤務)
各市役所等に駐在

牧之原畑地総合
整備土地改良区

島田市 ７８１ｈａ
島田地区 ２活動組織

５１０ｈａ
金谷地区 ２活動組織

２７１ｈａ

掛川市 ２６０ｈａ

掛川地区 ３活動組織
Ａ＝２６０ｈａ

連携 連携

御前崎市

２８９ｈａ
概算交付金 14,680千円

牧之原御前崎地区広域協定
１０１ｈａ

概算交付金 5,130千円

牧之原浜岡地区広域協定
１８８ｈａ

概算交付金 9,550千円

牧之原市

９８６ｈａ
概算交付金 50,088千円

牧之原榛原地区広域協定
３９５ｈａ

概算交付金 20,066千円

牧之原相良地区広域協定
５９１ｈａ

概算交付金 30,022千円

菊川市

４６２ｈａ
概算交付金 23,468千円

牧之原菊川地区広域協定
３５６ｈａ

概算交付金 18,084千円

牧之原小笠地区広域協定
１０６ｈａ

概算交付金 5,384千円

重点地区推進方針＝ 地区単位の広域組織の設立

広域組織の事務作業を土地改良区へ事務委託(委託費：交付金の10%程度)

事務委託
◇資源向上（長寿命化）を活用し、補修整備計画で
実施予定の一部の水利施設の整備を多面的で実施す
ることとし、長寿命化計画策定の協力と技術指導を土
地改良区が行う。

面
積
は
未
活
用
工
区
の
受
益
面
積
の
60
％
、
農
地
維
持
＋
資
源
向
上(

共
同･

長
寿
命
化)

単
価
で
試
算

7.広域協定の運営体制構築について

７
４
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• 農業水利施設の管理運営を行うために規程に基づいて畑地用水組合が設立されており、
多面的機能支払交付金の活用が可能であることから、畑地用水組合が広域組織の主な
構成団体となり得るため。

• 現在、畑地用水組合は、茶価低迷を主因とする離農、耕作放棄、担い手農家不足等によ
り、組合運営が厳しくなっていることから、農業水利施設の管理や地域・農業資源の維持保
全のため、支援が急務となっている。

• 多面的機能支払交付金の資源向上（長寿命化）により、老朽化した農業水利施設の
更新整備が可能となることから、土地改良区が広域組織に参加し、農業水利施設の長寿
命化を図り、施設の更新整備に伴う技術指導を積極的に行うため。

• 活動組織の事務負担が軽減されることで、農地の健全な維持、施設管理や用水管理等
により注力できる。

• 施設の更新整備に伴い、多面的機能支払交付金を活用することで、財政計画で予定して
いる施設の更新整備事業に対する市・地元（用水組合）・改良区の負担が軽減される。

• 当土地改良区が広域組織から有料で事務を受託し、専従者を雇用することで、広域組織
の役員にかかる事務負担を軽減する。

8. 土地改良区が広域組織の事務を受託する理由とメリット

8



9.関係市負担見込みと負担軽減
地財活用
市負担4%

市負担金
25%

想定
交付金

想定
活用面積

未活用
受益面積地 区市

183
千円

1,829
千円

4,572
千円

－－島田地区島
田
市 90ha150ha金谷地区

2,003
千円

12,522
千円

50,088
千円

395ha659ha榛原地区牧
之
原
市 591ha986ha相良地区

－－－－－掛川地区
掛
川
市

938
千円

5,867
千円

23,469
千円

356ha593ha菊川地区菊
川
市 106ha177ha小笠地区

561
千円

3,505
千円

14,021
千円

175ha291ha浜岡地区御
前
崎
市 101ha168ha御前崎地区

3,685
千円

23,723
千円

92,510
千円1,814ha3,024ha合 計

想定活用面積は受益面積の60％が活用した場合、交付金は5,080円/10aで算定

９



※本表は、用水組合管理施設の補修整備計画から工区毎2,000千円程度の工事を抽出し、多面的(長寿命化へ)で実施したと仮定した
もので、実際には全て多面的で実施できるとは限りません。

10.農業水利施設の長寿命化計画(多面交付金活用例)

多面活用時用水組合管理施設の補修整備計画(財政計画で補修整備計画を位置付)
軽減額
B-A市負担 B改良区負担組合負担市負担 A補修整備

事業費ポンプポンプ
設置年度ﾌｧｰﾑﾎﾟﾝﾄﾞ地区

千円
△4,433

千円
3,123

千円
9,241

千円
16,835

千円
7,556

千円
78,081

台
31

H11
～H18

基
13島田

△1,7831,5114,0267,3353,29437,78519H1
～H1325金谷

△5,3564,82112,43222,97110,177120,52450H5
～H2340榛原

△7,2295,84015,96729,10213,069146,00256H8
～H2252相良

△8,3323,43120,2808,80711,76485,77932S59
～H1720掛川

△3,8652,19812,1116,0706,06454,95026S55
～H2148菊川

△1,7677054,9402,4782,47217,6366H13
～H1711小笠

△4,7141,61510,1774,7236,32840,36614H12
～H177御前崎

△3,1581,3597,5193,6424,51733,96751H5
～H2016浜岡

△40,63724,60396,693101,96365,241615,090278232計

補修整備の県単独事業･団体営事業 (ﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾓｰﾀｰ､ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ外)を多面的機能(長寿命化)で実施した場合

多面では負担無し

10
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• 多面的機能支払交付金を活用することで、用水組合運営に係る経費の縮減が図られる。
• 農地や農業水利施設等の保全を、地域と用水組合が相互に支えあって行う体制と仕組みがつくられる。
• 農業水利施設の計画的な老朽化対策の実施と用水組合の負担軽減が図られる。

• 市単独で計上していた農地・農道・水路の修繕や整備に係る予算の軽減が見込まれる。
• 広域協定は、複数の活動組織に比べ、設立や手続の労力が少なく、連絡系統が集約化され効率的・
効果的な指導が可能となる。

• 農業水利施設の長寿命化対策を県単独事業や団体営で実施した場合と比べ、負担が軽減される。

• 広域協定設立により、土地改良区の運営基盤である受益農地や農業水利施設の保全体制が更に
強化される。

• 農業水利施設の長寿命化対策を県単独事業や団体営事業で実施した場合の「用水組合支援制
度」の費用負担と比べ軽減が図られる。

• 土地改良区が広域協定から事務を有料で受託することで、土地改良区運営に係る財源手当の一部
となる。

11.多面的機能支払交付金の活用と広域協定によるメリット
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12.令和６年度の取組とスケジュール
取 組 内 容会 議 等月

水土里茶話会(多面的機能交付金をテーマ)､多面的の活用運営協議会4月

多面的機能支払交付金活用状況と推進方針管理検討委員会・正副理事長会・第１回理事会
工区管理責任者会議5月

活用推進方法、取組打合せ関係市担当課との調整6月

広域協定による推進方法、取組打合せ関係市担当課との調整7月

水土里茶話会及び役員視察研修内容、広域推進方針正副理事長会・運営協議会・第２回理事会8月

総代及び組合長に周知、事例報告、広域推進方針説明水土里茶話会9月
広域協定(地区単位)の設立推進の説明、状況報告
長野県上田市の一般社団法人による広域組織事例

管理検討委員会
役員視察研修会10月

多面的機能支払交付金活用と広域化の推進状況報告運営協議会
用水組合会議11月

多面的機能支払交付金活用と広域化の推進状況報告正副理事長会・第３回理事会12月

多面的機能支払交付金活用と広域化の推進状況報告正副理事長会１月

多面的機能支払交付金活用と広域化の推進状況報告正副理事長会・運営協議会・第４回理事会２月

通常総代会３月

広域協定の設立へ具体的取組
設立準備、事業計画策定

県庁・農林、関係市との打合せ(随時)
広域協定設立の打合せ(地区毎随時)その他
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